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ベトナム社会主義共和国 

 

個人情報の保護に関する制度の有無 包括的な法令は存在しない。個別の分野に適用される法令のうち代表的なものとして、以下の

法令が存在する。 

 サイバー情報セキュリティ法（Law on Cyber-information Security No.86/2015/QH13）

（以下「サイバー情報セキュリティ法」という。） 

- URL：https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-an-toan-thong

-tin-mang-2015-298365.aspx 

- 施行状況：2016 年 7 月 1 日 

- 対象機関：ベトナムにおいてサイバー情報セキュリティに直接従事又は関与する個人

及び団体 

- 対象情報：特定個人の識別に関する情報 

 情報技術法（Law on Information Technology No.67/2006/QH11）（以下「情報技術法」

という。） 

- URL：https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-cong-nghe-th

ong-tin-2006-67-2006-QH11-12987.aspx 

- 施行状況：2007 年 7 月 1 日 

- 対象機関：ベトナムにおいて情報技術の利用・開発に従事する個人及び団体 

- 対象情報：氏名、年齢、住所、ID 番号、電話番号、E メールアドレス及び法によって

定められるその他の情報を含む、個人の識別に関する情報 

 

※ なお、ベトナム政府は、2021 年 2 月、パブリックコメント募集のため、包括的な法令であ

る個人情報保護に関する政令案の草案を公表した。 
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個人情報の保護に関する制度についての

指標となり得る情報 

EU の十分性認定1：なし 

APEC の CBPR システム2：なし 

OECD プライバシーガイドライン８原則

3に対応する事業者等の義務又は本人の権

利 

OECD プライバシーガイドライン８原則に対応する事業者等の義務又は本人の権利について

は、以下のとおり。 

① 収集制限の原則 サイバー情報セキュリティ法、情報技術法等に一部

規定されている。 

② データ内容の原則 サイバー情報セキュリティ法、情報技術法等に一部

規定されている。 

③ 目的明確化の原則 サイバー情報セキュリティ法、情報技術法等に一部

規定されている。 

④ 利用制限の原則 サイバー情報セキュリティ法、情報技術法等に一部

規定されている。 

                                                      
1 EU の十分性認定を取得した国又は地域は、当委員会が我が国と同等の保護水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有する外国等として指定して

いる EU（EU 加盟国及び欧州経済領域の一部であるアイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン）の個人情報の保護に関する制度である GDPR 又はその前身

のデータ保護指令に基づき、欧州委員会が十分なデータ保護の水準を有していると認められる旨の決定を行っている国又は地域であることから、概ね我が国と同等

の個人情報の保護が期待できる。このような意味において、EU の十分性認定を取得した国又は地域であることは、「個人情報の保護に関する制度についての指標と

なり得る情報」に該当する。 

2 APEC の CBPR システム参加の前提として、APEC のプライバシーフレームワークに準拠した法令を有していること、及び CBPR 認証を受けた事業者やアカウン

タビリティエージェントにおいて解決できない苦情・問題が生じた場合に執行機関が調査・是正する権限を有していること等が規定されていることから、我が国と

同じく APEC の CBPR システムに参加しているエコノミーにおいては、APEC のプライバシーフレームワークに準拠した法令と当該法令を執行する執行機関を有

していると考えられるため、個人情報の保護について概ね我が国と同等の保護が期待できる。このような意味において、APEC の CBPR システム参加エコノミーで

あることは、「個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報」に該当する。なお、APEC の CBPR システムの対象は、民間部門である。 

3 OECD プライバシーガイドライン８原則は、OECD 加盟国はもとより国際的な個人情報保護への取組において参照される基本原則としての役割を果たし、各国が

個人情報保護制度を整備するにあたっては、事実上の世界標準として用いられている。 
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⑤ 安全保護の原則 サイバー情報セキュリティ法、情報技術法等に一部

規定されている。 

⑥ 公開の原則 サイバー情報セキュリティ法等に一部規定されて

いる。 

⑦ 個人参加の原則 サイバー情報セキュリティ法、情報技術法等に一部

規定されている。 

⑧ 責任の原則 該当する規定は不見当である。 
 

その他本人の権利利益に重大な影響を及

ぼす可能性のある制度 

 個人情報の域内保存義務に係る制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能

性のあるもの 

― 

 

 事業者に対し政府の情報収集活動への協力義務を課す制度であって、本人の権利利益に重

大な影響を及ぼす可能性のあるもの 

 

① 国家安全保障法（Law on National Security No. 32/2004/QH11） 

- 人民警察、人民軍、国境警備隊及び海上警備隊は、国家の安全を脅かす活動に関与

していると考える根拠がある場合、個人又は団体に対し、情報提供を要求するこ

とができる。 

- 同法に基づく事業者が保有する個人情報へのアクセスに関しては、例えば、以下

の点に関する規定が存在しない。 

• アクセスの実施に関する制限及び手続 

• 法令において特定された目的（又は当該目的と矛盾しない正当な目的）の達

成に必要な範囲でのアクセス実施 
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• アクセスの実施に関する独立した機関からの承認 

• 取得された情報の取扱いの制限・安全管理 

• アクセスの実施に関する透明性の確保 

• アクセスの実施について法令遵守を確保するための監督、調査及び審査の仕

組み 

 

② サイバー情報セキュリティ法 

- 公安省、国防省、情報通信省、政府暗号委員会、関連する政府機関及び人民委員会

は、国家の主権・利益・安全又は公の秩序を脅かす目的によるサイバー環境の利用

又はサイバー犯罪を防止し取り締まること等を目的に、ベトナムのサイバー空間

において電気通信サービス、インターネット上のサービス又は付加価値サービス

を提供する国内外の事業者に対し、ユーザーの情報の提供を要求することができ

る。 

- 同法に基づく事業者が保有する個人情報へのアクセスに関しては、例えば、以下

の点に関する規定が存在しない。 

• アクセスの実施に関する制限及び手続 

• 法令において特定された目的（又は当該目的と矛盾しない正当な目的）の達

成に必要な範囲でのアクセス実施 

• アクセスの実施に関する独立した機関からの承認 

• アクセスの実施に関する透明性の確保 

• アクセスの実施について法令遵守を確保するための監督、調査及び審査の仕

組み 
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③ 監査法（Law on Inspection No. 56/2010/QH12） 

- 政府の監査機関、地方行政区の監査機関及び監査実施を委任された機関は、違法

行為を発見すること等のため、監査の対象となった個人又は団体に対し、監査対

象事項に関する情報の提供を要求することができる。 

- 同法に基づく事業者が保有する個人情報へのアクセスに関しては、例えば、以下

の点に関する規定が存在しない。 

• アクセスの実施に関する制限 

• 法令において特定された目的（又は当該目的と矛盾しない正当な目的）の達

成に必要な範囲でのアクセス実施 

• アクセスの実施に関する独立した機関からの承認 

• アクセスの実施に関する透明性の確保 

• アクセスの実施について法令遵守を確保するための監督、調査及び審査の仕

組み 

 

 

【留意すべき事項】 

 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）（以下「個人情報保護法」という。）第 28 条第 2 項の趣旨には、外国にある第三

者に対する個人データの提供に伴うリスクについて、本人の予測可能性を高めるという点のほか、外国にある第三者に対して個人データ

を提供する事業者においても、従前以上に、提供先の外国にある第三者における事業環境等を認識することを促すという点が含まれる。

また、事業者が同項に基づいて本人に対して提供すべき情報の具体的内容は、個別の事案に応じて異なり得る。したがって、外国におけ

る個人情報の保護に関する制度の確認は、外国にある第三者に対して個人データを提供する事業者の責任において行うべきものであり、

当委員会が提供する上記参考情報は、あくまで補助的なものとして参照する必要がある。 

 当委員会が提供する上記参考情報は、当委員会が行った「外国における個人情報の保護に関する制度等の調査」の結果に基づくものであ
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り、あくまで当該調査を実施した 2021 年 10 月の時点における情報に基づくものである。当該時点以降、外国において個人情報の保護に

関する制度が改正されること等により、外国にある第三者に対して個人データを提供する事業者が本人に対して提供すべき情報の内容に

も変更が生じている可能性がある。 

 当委員会が提供する上記参考情報は、当委員会が行った「外国における個人情報の保護に関する制度等の調査」の結果に基づくものであ

るところ、当該調査は、以下の観点から調査対象の法令を限定して行ったものであり、必ずしも網羅的なものではない。外国にある第三

者に対して個人データを提供する事業者は、上記参考情報以外にも関連する情報を保有している場合には、個人情報保護法第 28 条第 2

項及び個人情報の保護に関する法律施行規則（平成 28 年個人情報保護委員会規則第 3 号）第 17 条第 2 項に基づき、当該情報も本人に対

して提供する必要がある。 

- 以下の法令については、上記調査に係る委託先事業者又は再委託先事業者が代表的なものとして挙げた法令を調査対象としているこ

と 

• 個人情報の保護に関する包括的な法令を有しない外国における個別の分野に適用される個人情報の保護に関する法令 

• 個人情報の域内保存義務に係る制度に関する法令 

• 事業者に対し政府の情報収集活動への協力義務を課す制度に関する法令 

- 事業者に対し政府の情報収集活動への協力義務を課す制度に関する法令については、刑事法執行目的又は国家安全保障目的の双方又

は一方の目的で、事業者の保有する個人情報に対して外国政府がアクセスを行う制度であって、当該法令上、事業者が外国政府に個

人情報を提供することが義務付けられているものを調査対象としていること 

 

（令和 4 年 1 月 25 日更新） 

 


